
◇基本目標

■地域福祉事業

　身近な地域で支えあう地域住民の地域福祉活動を支援します。

◎ 地域福祉計画・地域福祉活動計画事業の推進 【愛の基金事業】

・

赤い羽根共同募金地域助成事業 【共同募金配分事業】

・ 地域団体（自治会、公民館等）の行う福祉活動に対し活動資金を助成

◎ 生活支援体制整備事業　　※地域支えあいセンターまるっとにて一体的に実施

・

☆ 地域福祉サポート事業㋙ 【共同募金配分事業】

・

感染症対策用品の貸出㋙

・ 地域行事等に非接触体温計やパーテーションなどを貸出

■生活支援事業

☆ 日常生活自立(あすてらす)支援事業

・

・

令和4年度　事業計画

策定された地域福祉計画・地域福祉活動計画を、計画推進委員会を通じて計画の
点検、改善を行っていきます。

　日常生活に不安のある人や、困難な状況にある人をサポートし自立への支援をします。

「高齢者を支える地域づくり」を進めるため、第2層生活支援協議体（中学校区毎に設
置）の運営と住民同士の助け合いによる地域福祉サービスの開発促進

　令和元年１２月末頃に発生した新型コロナウイルス感染症は日常を一変させ、消費の低迷

や景気の悪化から生活困窮に陥る方が増加、そして長期化しています。地域においても

様々なイベントや集まりが自粛となったことで、身近な交流や支え合いの基盤が弱まり、結果

孤立した生活を送る人々が増加しつつあります。こうした状況から求められている「つながり

の実感」に社会福祉の視点から取り組むことを踏まえて、令和４年度事業は生活支援事業と

つながりの強化を柱に、｢新型コロナウイルスとの共存・共生｣を目指した事業に取り組みま

す。

　令和２年度に策定した「地域福祉活動計画」の基本理念である「支えあいみんながつなが

る高根沢」を実現すべく、「新しい生活様式」を意識しながら、より個人に視点をおいた生活

支援事業の強化を図るため、相談体制の充実や貸し付け、フードバンクなどのセーフティー

ネット機能の向上に取り組みます。また、地域でのつながりを強化するため居場所づくりや

生活支援コーディネーターによ る地域福祉活動の進展に力を入れます。これらの事業を地

域住民を始め、自治会、民生委員・児童委員、福祉関係機関、企業、ボランティア、行政な

ど、様々な関係者・関係機関と協働しながら、地域福祉の推進と活性化を図り、コロナ禍だか

らこその「つながりを実感できる地域づくり」を目指した事業を計画いたします。

☆＝令和4年度新規事業　　　　　◎＝重点・強化事業　　　　　㋙＝新型コロナ対策事業

本会又は地域団体が実施するコロナ禍に対応して既存事業の形を変えた取り組み
や、新たな取り組みを支援

運営を矢板市社協から本会へ移転し、新たに専門員を配置

判断能力の不十分な方への金銭管理代行、書類等の預かりを実施



県生活福祉資金貸付事業（県社協事業窓口）㋙

・

・

町福祉金庫の運営

・ 生活に困窮している方の生活費として、相談と小口資金の貸し付けを実施

行旅人旅費貸与事業

・ 様々な事情で十分な旅費なく本町を経由する行旅人に対し切符を貸与

フードバンクたかねざわの運営㋙ 【共同募金配分事業】

・

・

介護・介助用具貸与事業　

・ 介護ベッド等の介護、介助用品を無料貸し出し

心配ごと相談所の開設 　※地域支えあいセンターまるっとにて一体的に実施 【共同募金配分事業】

・ 民生委員の協力を得て、月２回の相談所を開設

◎ 法律相談事業の実施　　　※地域支えあいセンターまるっとにて一体的に実施

・ 弁護士が法律的な諸問題の相談に応じる場を開設。年4回から年6回に増設

■ボランティア、住民活動の育成・強化活動　 ※支えあいセンターまるっとにて一体的に実施

ボランティアセンターの運営

・

ボランティア保険助成事業

・ ボランティア活動を行う方の活動保険料を助成

志民活動センター事業

・

☆ 元気シニア応援窓口の設置

・ 町シニアクラブと連携してシニア世代の社会参加活動に関する相談窓口を設置

■高齢者福祉対策事業

・ 登録したひとり暮らし高齢者、高齢世帯への定期的な訪問

安心見守り牛乳事業  【愛の基金事業】

・ 75歳以上のひとり暮らし高齢者に対して2日に1度の牛乳宅配による安否確認

　ボランティア活動、住民活動を活発にするための環境を整備し、各種講座を実施します。

新型コロナ特例貸付を実施し、コロナ禍において生活に困窮した方への支援を実施

フードバンク協力事業所、店舗にフードポストを設置し寄付食品の回収増を図る

他制度を利用できない低所得世帯等に対し、資金の貸し付けと必要な相談支援を実施

食品の寄付を受け付け、様々な事情で食べ物に困っている方にお渡しする活動

町民による社会貢献活動（志民活動）を支援し、団体間の横のつながりを活かしなが
らまちづくりを促進する事業

ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯への訪問と生活支援

　高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるよう、介護予防の充実等に努めます。 

ボランティアセンターにおいて、さまざまな機関と協働し、ボランティアの振興を図ると
ともに、ボランティア人材を育成する各種講座を開催



一般高齢者介護予防事業「元気はつらつ運動教室」の開催

・ 福祉センター及び図書館中央館、仁井田分館、上高ふれあいセンターにて開催

◎ 地域の居場所(ふれあいいきいきサロン)設置 【愛の基金事業】

・

高齢者見守り配食サービス

・ ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯に対して昼食宅配による安否確認

■障がい者福祉対策事業

　障がい児者の生活を支援し、地域に対して理解の促進を図ります。

朗読ボランティアと連携した広報朗読テープ配布事業【共同募金配分事業】

・

◎ 手話講習会（初めて講習、ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ講習）の開催 【共同募金配分事業】

・

障がい児と支援ボランティアとの交流事業 【共同募金配分事業】

・ GENKI応援ボランティアの協力を得て障がい児との交流事業を実施

☆ 福祉認定店登録

・

■福祉教育・子育て支援事業

子どもと高齢者の交流事業 【共同募金配分事業】

・ 町内保育園にてシニアクラブ会員との交流会を実施

児童生徒等に対する福祉体験講師派遣

・ 学校で行われる福祉学習プログラムの提案及び講師の派遣

約束のハンカチ事業㋙ 【共同募金配分事業】

・

☆ 子ども食堂応援事業 【共同募金配分事業】

・

☆ 育米（はぐくみまい）事業 【共同募金配分事業】

・

■災害時対策事業

　災害を見据えた連携を図り、避難行動要支援者支援体制の強化を図ります。

避難行動要支援者台帳の作成及び管理

・ 調査員が避難行動要支援者台帳の更新、新規調査等を実施

災害対応訓練への参画

・

障がい者や高齢者の支援方法を学ぶ講習会に参加した店舗・施設を登録する事業

地域ボランティアを担い手としたふれあいいきいきサロンの設置と担い手講座の開催

みすず会の協力を得て「広報たかねざわ」、「社協だより」の読替テープを作成し配布

学校長期休業中の食料確保に困難を抱える児童生徒への支援として、フードバンク
から提供を受けたお米等を支給し食生活の改善を図る

災害対応訓練において、在宅福祉ネットと協働して福祉対策本部の設置訓練実施

子ども食堂事業拡大を図るため、新たな子ども食堂の立ち上げ支援を行う

小学1年生、中学1年生を対象にハンカチを贈呈し感染予防の意識を高める。また、
共同募金の取組に触れてもらう機会とする。シトラスリボン活動と協働事業

初めて講習を週1回開催(タウンセンター)、ステップアップ講習を月1回開催(図書館中央館）

　児童福祉の推進のため、子育て環境の改善や学校と連携した福祉教育の推進を図ります。



■福祉センターの指定管理運営

　施設の設置目的に沿った運営をし、適切な管理を行います。

福祉センター相談事業　　　※地域支えあいセンターまるっとにて一体的に行う

・

各種団体への会議室等貸出

・ 会議室、集会室を福祉団体等に貸出

福祉避難所拠点運用事業

・

リモート会議専用スペースの整備㋙

・ リモート会議など多様な施設利用方法に対応した会議スペースを整備

高齢者の福祉センターを利用したサークル活動の促進

・ 将棋、囲碁、カラオケ、民舞、手芸などの高齢者サークル活動を支援

■情報発信

広報誌「社協だより」の発行 【共同募金配分事業】

・ 年2回社会福祉協議会広報誌の発行

町内各種イベントでの啓発

・ 町内外のイベントにて活動の周知、啓発

◎ ホームページ、SNS（フェイスブック、インスタグラム）、LINEでの啓発（常設）

・ ホームページを更新し各種情報を提供。またSNSやLINEでの情報の発信・収集

■地域支えあいセンターまるっとの運営

◎ 地域支えあいセンターまるっとの運営

・

生活支援体制整備事業　（再掲：地域福祉事業）

ボランティアセンターの運営　（再掲：ボランティア・住民活動事業）

志民活動センター事業　（再掲：ボランティア・住民活動事業）

総合相談事業　（再掲：指定管理事業）

心配ごと相談所の開設　（再掲：生活支援事業）

法律相談事業の実施　（再掲：生活支援事業）

☆ ＬＩＮＥを活用した相談の実施

高齢者や障がい者の各種相談に応じ、適切な助言を行う

　複合的な課題に対して相談を受け止め、地域と専門職が連携して課題解決に取り組みます。

「総合相談事業」、「ボランティアセンター事業」、「志民活動センター事業」を一体的
に行うことによって多様化する相談を包括的に受けとめ、適切な支援に繋ぐ窓口を設
置

災害時に福祉避難所の拠点施設として、関係事業所等と連携しながらネットワークを
構築する

　社協だよりやホームページを活用し、社会福祉協議会に関する情報の充実を図ります。 



■日本赤十字社事業

火災見舞い品（布団、毛布、救急セット）の給付

・ 火災等の被害を受けた世帯へ見舞い品の給付

赤十字奉仕団員活動

・ 高根沢町分区赤十字奉仕団が行うボランティア活動を支援

■募金活動

　活動の財源確保として各種募金の推進を図ります。

赤い羽根共同募金の推進

日本赤十字会費納入の推進

町愛の基金造成の推進

社会福祉協議会費の納入推進

各種義援金、救援金の募集

■その他の活動

不要入れ歯リサイクル

・

善意銀行の運営

・ 住民からの善意（物品寄贈）の窓口を設置

各種委員会等への参画

・ 在宅福祉ネット、福祉避難所ネットワーク、多職種連携会議　等　

■担当事務局

　関連団体等との連携を図り、必要な支援を行います。

日本赤十字社栃木県支部高根沢町分区

日本赤十字社栃木県支部高根沢町分区赤十字奉仕団

高根沢町シニアクラブ（運営支援）

高根沢町ひとり親家庭福祉会（運営支援）

高根沢町身体障害者福祉会（運営支援）

役場、福祉センターに「入れ歯回収ボックス」を設置し、入れ歯をリサイクルした益金を地域に還元

　日本赤十字社栃木県支部高根沢町分区として、災害事業やボランティア支援を行います。



【再掲】新型コロナウイルス対策事業

　コロナ対策

地域福祉サポート事業 地域福祉事業

感染症対策用品の貸出 地域福祉事業

生活福祉資金貸付事業（県社協事業窓口） 生活支援事業

フードバンクたかねざわの運営 生活支援事業

リモート会議専用スペースの整備 センター指定管理運営

約束のハンカチ事業 児童福祉事業

【再掲】共同募金配分事業

　共同募金会を活用し、各種福祉活動に配分しています。

赤い羽根共同募金地域助成事業 地域福祉事業

地域福祉サポート事業 地域福祉事業

フードバンクたかねざわの運営 生活支援事業

心配ごと相談所の開設 生活支援事業

障がい者福祉事業

手話講習会（初めて講習、ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ講習）の開催 障がい者福祉事業

障がい児と支援ボランティアとの交流事業 障がい者福祉事業

子どもと高齢者の交流事業 福祉教育・子育て支援事業

約束のハンカチ事業 福祉教育・子育て支援事業

子ども食堂応援事業 福祉教育・子育て支援事業

育米（はぐくみまい）事業 福祉教育・子育て支援事業

広報誌「社協だより」の発行 情報発信

朗読ボランティアと連携した広報等朗読テープ配布事業


